
工事用足場を設置される方へ

● 提出いただく書類（道路管理者へ提出する資料）
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工事用足場を道路上に出す場合は、道路管理者の道路占用許可が必要になります。
※道路占用許可以外にも別途、交通管理者（所轄警察署長）の道路使用許可も必要になります。

足場の出幅は、境界線から１ｍ以内です。

点字ブロックがある箇所では、従前の機能を損なわないよう点字ブロックの仮移設や誘
導員の配置等が必要となります。

歩行者、通行車両への安全対策は、しっかり行っていただきます。
※落下防止措置、セフティーコーンの設置、誘導員の配置など

申請から許可までの 標準処理期間は、３週間（２１日） となっています。

申請後、２～３日では許可を出すことができませんので、ご理解・ご協力をお願いします。
※上記期間は、国土交通省における標準的な処理期間です。

●

●

●

●

●



道路占用箇所：小樽市入船○丁目□番△号

● 申請書（記載例）

● 図面

位置図（例）

場所が特定できる位置図を添付してください。
位置図については、国土地理院の地図の他、市販の地図やインターネット上の地図を基に作成してください。
場所に印をつけて住所を明記してください。

・
・
・

- 2 -



平面図（例）

仮設の点字タイル設置後は
既設ブロックを通行させない
措置を取るようにしてください。
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該当箇所の歩道幅員を明記してください。
国道敷地の境界線を緑色で線引きするなどして、わかりやすく示してください。
足場が国道部分と市（町）道と跨がる場合は、市道部分との占用面積の分けを明確にしてください。
足場の出幅、横幅（辺長）を表記してください。
出幅は１ｍ以内としてください。
足場がかかる道路占用の範囲を着色するなどして、わかりやすく表示してください。
足場設置後の歩道の幅員（有効幅員）を表記してください。また、植樹枡がある場合は、足場と植樹枡まで
の幅員を表記してください。
歩道に点字ブロックがある場合は、点字ブロックを表記してください。また、足場の設置に伴い、点字ブロック
利用者が足場と接触する可能性がある場合は、点字ブロックの仮移設や誘導員の配置等を行ってください。
道路占用の面積を算出する根拠として、求積計算を行い、面積を表記してください。
歩道内に植樹枡、電柱、標識、バス停がある場合は、それらの施設を図面に明記してください。
道路占用箇所付近にバス停がある場合は、事前にバス会社に説明し、バス利用者の支障にならないように
してください。
歩道内に消火栓やマンホール等の構造物がある場合も図面に明示してください。また、足場の設置後も操
作が可能になるように対応してください。

・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・

・



断面図（例）

足場設置箇所の状況がわかる写真を両方向から撮影し、２枚以上添付してください。
現地の写真を撮影していなければ該当箇所のストリートビュー等を添付いただいても構いません。

・
・

国道敷地境界線を緑色で線引きするなどして、わかりやすく示してください。
歩道幅員と足場の出幅及び歩道の有効幅員を表記してください。
足場の高さを表記してください。

・
・
・

設置場所の写真（例）

▼○○方向に向かって ▼△△方向に向かって
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交通安全対策図（例）

セフティコーン、バリケードの設置状況、作業車の配置状況を図示してください。
誘導者の配置状況も図示してください。
通行者の安全を確保するため、１ｍ以上の仮歩道を確保してください。
仮歩道については原則として、道路敷地外への設置を検討してください。
ただし、現地の状況からやむを得ず、設置・撤去にあたって、車道規制（路肩含む）を行う場合は、規制の
時間及び規制したことによる車道の残幅員を明記してください。

（交通規制に係る記載例） ※図面の下に記載してください
○ 足場の設置・解体にあたって、作業車両を停車させる必要があるため、それぞれ２～３時間、夜間
（21:00～6:00 の間）にて車線規制を行います。

・
・
・
・
・
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